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１　はじめに
　みなさん、こんにちは。
　2023年５月23日の臨時
総会（オンライン）により
第25期会長に就任した辻
川です。これから２年間、
よろしくお願いします。
　みなさんご存じのとお
り、第25期役員編成は困
難をきわめました。会長

事務局や各委員会を引き受ける機関がなかな
か見つからず、複数の役員ポストを個人会員
が引き受けなければ会の存続が危ぶまれる、
そういう事態となりました。前事務局の東京
都公文書館はじめ役員会の尽力により、広報・
広聴委員長を除いて従来通り機関会員が引き
受け、ようやく第25期が成立しました。とは
いえ、会長には機関会員尼崎市の職員辻川が
就任したものの事務局業務まで担うことはで
きず、複数の個人会員にボランティアとして
事務局をお願いしている状況です。役員の負
担が重く、引き受け手がなかなか見つからな
いというのは、全史料協がずっと引きずって
いる問題です。

２　第25期会長ステートメント
　こういった会の現状を踏まえて、７月31日
にオンライン開催した2023年度総会におい

て、会員のみなさんに向けた会長ステートメ
ント「全史料協の今後の運営について－会員
のための全史料協であるために－」を発表し、
総会シンポジウムを開催して議論していただ
きました。全史料協の現状と課題をふまえ、
その見直しについて一緒に考えていただきた
いというのが、ステートメント発表とシンポ
ジウム開催の主旨になります。
　ステートメント全文は、全史料協公式サイ
トの総会ページに掲載しているのでご覧いた
だくこととし、ここではその要点を述べます。

３　全史料協の今後の運営見直しについて
　私は、全史料協の今後の運営について、次
の点で見直しが必要だと考えています。
①役員組織各事務局の負担軽減
②�会員全員が共有し、担う、会員のための全
史料協の実現
　①は当面する課題を解決していくために必
要な対症療法的な見直し、②は当面する課題
の背景にあると考えられる、全史料協が抱え
る根本的な課題の解決を図る見直しです。

４　①役員組織各事務局の負担軽減
　全史料協は、機関会員139、個人会員255が
参加する団体です（2023年６月現在）。これ
だけ多くの会員を集約し、多岐にわたる事業
を分担していくわけですから、会長・副会長・
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べきだと、私は考えています。新たな課題が
あり、それに取り組んでみたいという会員が
いる。であれば、機関会員であれ個人会員で
あれ、そういった会員の方にこそ、その課題
や取り組みを担当していただく。そんな形で、
より多くの会員のみなさんに、会の運営に加
わり担っていただければと思いますし、その
ための仕組み作りも検討していきたいと考え
ています。

５�　②会員全員が共有し、担う、会員のため
の全史料協の実現
　前項で、私は会員のみなさんに、もっと会
の運営を担っていただきたいと述べました。
ですがこれは、多くの会員にとって、虫のい
い話と感じられるかもしれません。全史料協
は、会員機関や個人にとって、負担を負って
担うだけのメリットやインセンティブを感じ
られる団体でしょうか。
　年１回の大会とセミナーを誰かが企画して
くれて、年に数回誰かが編集したニュースや
研究誌が送られてくる。地方部会に属してお
らず、各委員会の委員でもない多くの会員に
とって、全史料協はこの程度のもの、それ以
上の魅力を感じる存在ではないのではないか。
　私は、この点が、全史料協の存続を危うく
している根本的な要因・課題であると考えて
います。これを改善し、アーカイブズ機関や
アーキビストがみずからの学びや課題解決の
ために必要な組織であると実感し、負担を負
ってでも担おうと思える全史料協にしていく
こと。それが、私が考える見直しの２点目で
す。具体的には以下の３点を提案します。
(1)�会員間情報共有のプラットフォーム作り
(2)�会員ニーズにもとづく事業の実施
(3)�運営参加のための柔軟な仕組み作り
　情報共有のプラットフォームを作り、ニー
ズを掘り起こし、こんなことに関心がある、
こういう課題に取り組みたいという会員の方
にその具体化を担っていただく。そんなスタ
イルを考えています。会員のみなさんが関心
を持つテーマ、取り組んでみたいことを全史
料協を利用して実現していく、そんな風に考
えてみてはいただけないでしょうか。
　こういったことを、会長ステートメントの
なかで提案しています。ぜひ全史料協サイト
掲載の全文をご覧いただき、全史料協の今後
のあり方について、みなさんの声をお寄せく
ださい。
　よろしくお願いします。

委員会・地方部会（地域別協議会）の各事務
局にのしかかる負担は相当のものがありま
す。どの機関も人員不足で本来業務で手一杯
ななか、任意団体である全史料協の事務に多
大なマンパワーを割くことはできず、対応に
苦慮しているのが現状です。第25期編成にあ
たり表面化したように、機関会員の引き受け
手が見つからず、個人会員が担わざるを得な
いという事態は、今後も生じ得ると考えてい
ます。
　このため、各事務局の負担軽減が急務であ
ると考えます。引き受け手の機関にとって加
重負担とならず無理なく担当できる。そして、
機関ではなく個人会員が担うことになったと
しても、その個人が過度の負担を負うことな
く担うことができる。そういう事務局である
必要があると考えるからです。
　そこで、事務負担軽減の具体策として、以
下の３点を提案します。
(1)�事業及び各事務局業務の見直し
　既存の各事務局業務、さらには事業のあり
方そのものを大胆に見直し、スリム化・減量
化していく必要があります。この点、IT技
術の活用やペーパーレス化の浸透に加えて、
この間の新型コロナ感染症対応を機に広がっ
たリモート・オンライン方式の徹底が、大き
な鍵になると考えています。
　そこで、会長事務局として所管事務を見直
し、そのノウハウ等を各委員会と共有するこ
とで、会の組織全体としての見直しにつなげ
ていきたいと考えています。
(2)�事務局業務の外部委託化
　見直しを徹底しても、なおかつ必要な事務
が残ります。従来から会員名簿・会費管理等
の事務を外部委託していますが、今後さらに
その範囲を広げ、事務局負担を軽減していき
ます。財源としては、この間生じている年度
ごとの不用額（主として会議等オンライン化
による旅費執行額減に起因）の一部をあてた
いと考えています。必要な支出として、会員
のみなさんにご了解いただければと思います。
(3)�会の運営への会員参加
　従来、全史料協の運営は基本的に会長・副
会長・各委員会委員・事務局によって担われ
てきました。必然的に、事業や取り組みは各
委員会が分担する既存のものに固定化される
傾向にあります。その結果、既存の仕事だけ
でも負担が重く、新たな課題や取り組みにま
で足を踏み出せない、そういう事態が生じて
いるのではないでしょうか。
　全史料協の組織運営は、もっと柔軟である
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ご挨拶
―全史料協第25期副会長就任にあたって―

25期副会長就任あいさつ
―全史料協に育ててもらった者として―

福井県文書館長　佐　々　木　智　宏

東洋大学　早　川　和　宏

第25期副会長就任あいさつ

　福井県文書館長の佐々木でございます。福
井県立図書館長を兼務しております。アーカ
イブズ機関である福井県文書館での勤務は今
年が２年目で、アーカイブズ界についてはま
だまだ不案内ですが、どうかよろしくお願い
申し上げます。
　さてここ数年は、世界的な新型コロナウイ
ルスの感染拡大で、ご存じのように ICAや
EASTICAの大会はおろか、セミナー等もほ
とんど開催されませんでした。そのため、全
史料協の国際交流業務も大きな影響を受ける
とともに、会員各位の国際的な研究活動や交
流活動も大きな制約を受けたものと思います。
　ようやく新型コロナも一応の終息を迎えた
ようで、世界は日常を取り戻しつつあります
が、今年度（2023年度）は ICA大会が10月に�
アブダビ（アラブ首長国連邦）で、EASTICA�
の総会・セミナーも11月に深圳（中国）で開
催されます。
　副会長事務局としては、国立公文書館等と
連携しつつ、これらの開催に関する情報やそ
の他の情報を、全史料協ホームページを通じ
て会員各位に適宜お伝えしていきます。
　日本のアーカイブズ界は、世界のアーカイ
ブズ界の動向に刺激を受けながら、またそれ
と関連しながら発展してきた面があると聞き
及んでおります。その背景には、これまでさ
まざまなレベル（機関および個人）の国際交
流や国際研究があったかと思います。
　全史料協副会長事務局は、ICA等からの情
報の提供等を通じて、微力ながらそのような
動向を少しでも促したいと考えています。会

員各位におかれましては、ご理解・ご協力く
ださいますよう宜しくお願い申し上げます。

１　全史料協と私
　全史料協と私との関わりは、2003年に関東
部会総会記念講演をご依頼いただいてからで
すので、気が付けば20年（！）になってい
ます。その後しばらくの間は、講演等のご依
頼をいただく、いわば単発的なお付き合いで
したが、2009年に個人会員となり、調査・研
究委員会委員（2009年～ 2013年）、理事（2013
年～ 2021年）、副会長（2021年～）と、会務
に携わるようになりました。
　改めて数えてみたところ、全史料協（関東
部会・近畿部会を含む）では、2023年７月ま
でに講師、パネリスト、コメンテーター、コ
ーディネーターを19件務めてまいりました。
調査・研究委員会委員の時代に立ち上げ、現
在まで続いている公文書館機能普及セミナー
では、高知、佐賀、北海道、岩手、熊本、山
口、山形で講師を務めました。その影響がど
の程度あったかは定かではありませんが、セ
ミナー後に、高知県立公文書館（2020年）、
岩手県公文書センター（2022年）、熊本県公
文書センター（2023年）が設置されたことは、
感慨深いものがあります。
　理論と実務が乖離しがちな法学という分野
を研究する者として、現場の皆様と触れ合う
ことは、自らのバランスをとる上で非常に重
要です。私は、全史料協に育てていただいた
法学者であると思っています。

２　機関と人
　2023年７月の全史料協総会シンポジウムで
は、「全史料協の今後の運営について－会員の
ための全史料協であるために－」と題し、辻
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川会長が公表されたステートメントを呼び水
として、意見交換を行いました。参加された
方には、全史料協が抱える課題が当事者の声
によって共有されたことと思いますし、ご参
加いただけなかった方も、全史料協ウェブサ
イトで公表されている総会資料29頁以下をご
参照いただけば、ご理解いただけるでしょう。
　全史料協が抱える課題は、全史料協の存在
意義にも関わってきているように思えます。
不適切な公文書・裁判所の記録の管理、民間
所在資料の散逸等といった現実に目を向ける
と、会則が掲げる目的（２条）、事業（３条）
の重要性や意義は薄らいでいません。しかし
ながら、歴史資料保存利用機関の連絡協議会

4 4 4 4 4 4 4 4

であることの意味が問われているように感じ
ます。機関の連絡協議会であるとはいうもの
の、最終的にそこで活動するのは人です。人
としての活動と機関としての活動のバランス
を最適化すること。第25期副会長として、微
力ながら尽力して参りたいと思います。

副会長就任あいさつ
東京大学文書館　森　本　祥　子

　私が全史料協の会員になったのは、1995年
のことでした。1995年８月末時点での会員数
は、機関会員150、個人会員234です（『会報』
34号より）。いっぽう、2023年３月末時点で
の会員数は、機関会員135、個人会員251です
（2023年度総会資料より）。数字だけを見ると、
実は機関 /個人の割合も会員規模もあまり変
わっていません。ですが、会の状況は当時と
今とではずいぶん違います。
　以下の数字は市町村合併や組織替を反映し
きれていないため概数として受け止めていた
だきたいのですが、1995年から現在までの間
に退会したのは80機関です。残念ながら事
務局を担っていたような都道府県レベルの機
関の退会が複数見られます。他方、1995年に

はなく現在は会員となっているのは70機関
です。この間に新設された自治体、企業、学
校のアーカイブズや資料保存に関わる企業が
多く見られます。つまり、退会する機関があ
る一方で、ほぼ同じ規模で、新たにアーカイ
ブズ事業に乗り出すとき全史料協というコミ
ュニティに参加することから始めよう、とい
う期待は今もあるのです。
　機関会員という制度のメリット。それは、
アーカイブズに関わる人たちの、コミュニテ
ィに加わる際のハードルの低さとゆるやかな
ネットワークの許容にあると思います。日本
の組織では異動などで思いがけずアーカイブ
ズに関わることになる人が多くいます。「異
動してきて右も左もわからないときに、機関
会員になっている勤務先から全史料協の大会
に出張で派遣されて行ってみたら、現場で同
じような苦労をしている人たちと知り合え
て、心強くなった。そのうちにアーカイブズ
は面白いと思うようになり、自分の職場で、
さらには地域や同業者間で資料保存を引っ張
っていくようになった」というケース、みな
さんも心当たりがあるのではないでしょう
か。人によってアーカイブズ在籍中のコミッ
トメントに濃淡があっても、機関という枠が
安定して関わっていることで、全体として資
料保存コミュニティが維持されてきた。そう
いうかたちでゆっくりと、しかし着実に日本
の資料保存は根を張ってきたのではないでし
ょうか。私は、会長がステートメントで提案
した、会員の自発的なコミットメントは、こ
うした結びつきの中で互いに育てあう先にあ
るものだと理解しています。
　時代の変化に伴い生じている、運営に関す
る実務的な課題は、可及的速やかに解決する
必要があります。しかしその困難は会の意義
を減ずるものではありません。「機関連絡」
協議会という形ならではの資料保存の支え方
をみなさんと議論していきたいと思っていま
す。一緒にがんばりましょう。
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　難産の末に誕生した第25期体制による最初
の役員会が、令和５年６月30日にオンライン
方式により開催され、会長以下役員・事務局
員17名が出席しました。当日の議事は次のと
おりです。

１ 報告
(1) 第25期（令和５・６年度）役員・委員
(2) 令和４年度第２回役員会会議報告
(2)-2 �令和４年度臨時役員会（第３回）会議報告
(3) 会員の現況及び令和４年度会費納入状況報告
(4) 地域別協議会活動状況報告
２ 協議
(1) 令和４年度事業結果報告
(2) 令和４年度決算報告
(3) 令和４年度監査報告
(4) 令和５年度事業計画（案）
(5) 令和５年度予算（案）
(6)�令和５年度総会の開催及び「会長ステート
メント」について

(7) 会誌販売価格の見直しについて
(8) 謝金等に係る所得税源泉徴収の扱いについて
(9) 令和４年度・５年度表彰について
３ その他

　今期の役員会の顔ぶれは従来と様相が異な
ります。辻川新会長（尼崎市立歴史博物館地
域研究史料室 "あまがさきアーカイブズ "）を
支える会長事務局を個人会員の３名が務め、
副会長は１名増の３名体制、広報・広聴委員
会は委員長に個人会員が就任する一方、事務
局は機関会員が担う形となりました。さらに、
監事も個人会員が務めることとなりました。
このように、従来機関会員が担ってきた役員
及び事務局の一部を個人会員が請け負う形と

なったのが、第25期新体制の大きな特徴です。
　このような変化は、「協議」の各議題にも表
れました。毛塚監事による令和４年度監査報
告では、今後は個人会員が事務局を担い、予
算の執行にあたる可能性がある中で、安心し
て会務を遂行し、より一層の透明性を確保す
る必要があるとの観点から、いくつかの意見
が提出されました。
　また、令和５年度予算（案）には、従来機
関会員が負ってきた事務局業務の一部を外部
委託化するべく、そのための予算が計上され
ました。この財源としては、会議のオンライ
ン化の推進で節減した旅費などが充てられ、
限られた予算を有効に活用し、事務局業務に
あたる機関会員及び個人会員の負担を軽減す
る形で効率的に事務局業務を執行していくこ
とが目指されています。
　さらに、全史料協の健全かつ持続的な運営
について議論することを目的として、総会と
併せてシンポジウムを開催することとし、そ
こでの議論の端緒となる「会長ステートメン
ト」が共有されました。役員組織・各事務局
の負担軽減と会員のための全史料協の実現の
２点を骨子とする「会長ステートメント」の
内容に対して、役員からは全史料協のあり方
や活動の方向性について意見が出されたほか、
議論を深めていくことの重要性について認識
を共有しました。
　以上、全ての議事が異議なく承認され、第
25期新体制最初の役員会は終了しました。次
回は大会前日の11月29日（水）に対面で開催さ
れ、会のあり方に関わる協議を行う予定です。

（広報・広聴委員会事務局　関根　豊）

変革に向けた新体制、第25期体制が始動
第１回役員会レポート
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◆議　事
( 1 ) 令和４(2022) 年度事業報告

(2) 令和４(2022) 年度決算報告

(3) 令和４(2022) 年度監査報告

　各事務局、委員会から事業報告と、会長事
務局から決算報告、監事から監査報告が行わ
れた。質疑応答はなく承認された。
(4) 令和５(2023) 年度事業計画

(5) 令和５(2023) 年度予算

　各事務局、委員会から事業計画と、会長事務
局から予算の説明があり、異議なく承認された。

◆総会シンポジウム
　「全史料協の今後の運営について―会員の
ための全史料協であるために―」と題した会
員宛の会長ステートメントを素材に、早川・
森本両副会長がコーディネーターを務め、参
加者の自由な意見交換が行われた。
　辻川会長からは、1) 役員組織各事務局の
負担軽減といった当面する課題の対症療法的
な見直しと、2) 会員全員が共有し、担う、
会員のための全史料協の実現という全史料協
が抱える根本的な課題の解決を図っていく見
直しについて提案説明があり、参加者からは、
経験による事務局業務の実際や課題、改善方
法や、機関が会員であることでお互いの存在
価値を高められる組織であってほしい、法人
化を含めた中長期的な検討を進めてほしいな
ど、延べ10名の参加者からさまざまな意見
表明が行われた。会員からの意見募集は、今
後も続ける予定である。

　最後に佐々木副会長から閉会あいさつがあ
り、総会は終了した。
（東京都公文書館　櫟原　直樹（会長事務局））

◆オンラインで開催
　令和５年７月31日（月）、東京都国分寺市
内の貸会議室を配信基地として令和５（2023）
年度全史料協総会がオンラインにて開催され
た。参加者数は74名であった。
　辻川敦会長の開会あいさつに始まり、総会
議長に佐藤勝巳元副会長を選出し、議題に入
った。以下、概要をまとめる。詳細は全史料
協ＨＰにアップされている配付資料を参照さ
れたい。

◆報　告
（1）第25期（令和５・６年度）役員等について

(2) 会員数の現況等

　会長事務局より報告した。第25期役員体制
の特徴は、機関会員の会長のもとで会長事務
局は、個人会員が担うこと、個人会員の副会
長を１名増員、広報・広聴委員会は、個人会
員が委員長を、機関会員が事務局を担い、監
事は個人会員が担うことなどが挙げられる。
　会員数は、前年度末から１減であった。
(3) 地域別協議会活動報告

　関東部会、近畿部会からそれぞれ令和４年
度の活動報告があった。
(4) 令和５年度の表彰について

　会長事務局より、「功労賞」「感謝状」は役
員会で、「奨励賞」は会員からそれぞれ推薦
があれば役員会で稟議の上決定する予定であ
ると報告された。
(5) 会誌販売価格の見直しについて

　広報・広聴委員会委員長から印刷費、編集・
販売・在庫管理経費等の増加により令和６年
４月から会誌を一冊2,500円に値上げすると
報告があった。

令和５（2023）年度　全史料協総会



2023.9 全史料協　会報 No.114

6 7

　第25期（令和５・６年度）の大会・研修委
員会事務局は徳島県立文書館で務めさせてい
ただきます。前任の山口県文書館から業務を
引き継ぎ、令和５年度の東京大会、令和６年
度の仙台大会についての企画・運営に当たる
予定です。当館として、大会・研修委員会事
務局の仕事は初めてお引き受けすることにな
りました。前任の山口県文書館事務局からの
引き継ぎを精査し、委員会メンバーの皆様と
共に、全史料協における要の活動である大会
及び研修会を滞りなく進められるよう努力し
たいと考えております。

　今季の委員会メンバーは下記のとおりです。
委 員 長　金原　祐樹
� ( 徳島県立文書館／新任 )
副委員長　長谷川　伸
� ( 新潟市・個人／留任 )
委 員　新井　浩文
� ( 埼玉県立文書館／留任 )
委 員　大月　英雄
� ( 滋賀県立公文書館／留任 )
委 員　加藤　　諭�( 仙台市・個人／留任 )
委 員　三宮　久美
� （高知県立公文書館／留任）
委 員　庄子　　淳
� ( 仙台市公文書館／新任 )
委 員　藤　　隆宏
� ( 和歌山市・個人／留任 )
委 員　西木　浩一
� ( 東京都公文書館／新任 )
委 員　蓮沼　素子
� ( 大仙市アーカイブズ／留任 )
委 員　吉田　真夫

� ( 山口県文書館／新任 )
事 務 局　嵐　大二郎・関　　麻希
� （徳島県立文書館）

　令和２年度に予定していた仙台市での大会
中止から、令和３年度高知大会、令和４年度
滋賀大会とZoomを利用したオンラインによ
る大会運営が続きました。この経験によりオ
ンライン配信による大会運営は洗練され、ど
こからでも気軽に大会に参加していただける
というメリットがあることがわかりました。
しかし、一方で対面での大会には、実際に人々
が集まって、交歓することによって結束を高
め合うという利点があることも事実です。
　今年度は、５月８日にコロナウイルス感染
症が２類から５類感染症に移行したことも踏
まえ、基本的には東京都世田谷区の駒澤大学
の会場に会員の皆様にお集まりいただき対面
での開催としながら、オンラインのメリット
を生かした中継を行うというハイブリッドで
の開催を計画しています。
　４年ぶりとなる対面での大会運営に加え、
２年間オンライン開催での経験を積み重ねて
きたとはいえ、ハイブリッドでの開催は初め
ての経験であり、技術的にも手探りで行うこ
ととなります。参加者の皆様に御迷惑をおか
けすることがあるかと思われますが、遺漏が
ないように十分検討を重ね、大会当日に臨め
るよう努力して参ります。
　また現在ご存じの通り、全史料協はこれま
での機関会員による事務局体制が崩れそうな
ところに来ています。しかし、公文書管理法
が制定され、専門職員の認定制度が軌道に乗
り始め、少しずつではありますが地方自治体
で新設の公文書館設立が進んでいる昨今、自
治体の連絡協議会として、その横のつながり
を作ってきたこの会の役割が低下してきてい
るとは思えません。
　大会・研修委員会としましては、大会及び研
修会を通して、魅力のある横のつながりを作
る場を提供できるよう、会員の皆様のニーズ
を取り入れ、具体化していきたいと考えます。

令和５年度の各委員会
―事業計画と抱負―

大会・研修委員会
委員長　金原　祐樹
（徳島県立文書館）
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１　はじめに

　第25期の調査・研究委員会事務局を鳥取県

立公文書館から引き継ぎました。当委員会事

務局を担当するのは初めてのことですが、第

24期から継続の委員の方々と会員の皆様の御

協力を得ながら事業を継続するとともに、新

しい委員や会員の皆様の御意見を積極的に取

り入れながら事業の内容や方法の見直しも進

めて参りたいと考えています。

　今期の委員構成は次のとおりです。

委 員 長　杉山　一雄

� （新任 /岡山県立記録資料館）

副委員長　嶋田　典人

� （留任 /香川県立文書館）

委 員　飯島　章仁

� （再任 /岡山市立中央図書館）

委 員　加藤　聖文

� （�留任 / 人間文化研究機構国

文学研究資料館）

委 員　林　　貴史（留任 /個人会員）

委 員　林　　美帆（新任 /個人会員）

事 務 局　心光　康子・砂塲　成美

� （岡山県立記録資料館）

　各委員は、研修、調査、災害の事業を分担

し、それぞれ随時打合せ会議を開催し基本方

針案を策定し、その案を委員会で協議して事

業方針を決定して事業を進めていきます。

　第１回の委員会は、６月22日にオンライン

で開催し、前期の事業内容の確認と令和５年

度の事業方針等を話し合いました。また、７

月13日には調査事業担当者が当館に集まり、

調査内容及び方法を検討しました。

　第１回委員会の協議結果を踏まえて、今年

度の事業・活動は次のとおりです。

２　研修事業

　公文書館機能普及セミナーは、中国地方で

の開催が続いたので、現在他の地域での開催

を検討中です。公文書館施設だけでなく専門

職員配置の必要性を含めた、公文書館機能の

充実に繋がる内容にしたいと考えています。

３　調査事業

　昨年度まで、中国四国地区の自治体所蔵の

行政文書の保存状況についてアンケート調査

を行ってきました。今年度からは、中国四国

地区の公文書館と県立学校アーカイブズをテ

ーマに学校資料の保存・活用状況の調査を企

画しています。

　中国四国の限定された地域の行政及び学校

資料の現状を把握することで、全国の公文書館

が所蔵又は収集するアーカイブズの比較・検

討の参考となる調査にしたいと考えています。

４　災害対応

　令和５年度も５月の石川県能登半島地震、

６月以降の洪水、土砂災害など全国で同時多

発的かつ長時間にわたる発災が報じられてい

ます。これまで個別に安否確認を行ってきま

したが、すべてを把握しレスキュー対応する

ことは困難な状況にあります。迅速かつ確実

に必要な地域に必要なレスキューを検討する

ために、会員の皆様からの情報提供を得なが

ら情報収集を行っていきたいと考えています。

　これからの歴史資料の保存利用に繋がるよ

う事業の運営に努めて参りますので、御協力

のほどよろしくお願いいたします。

調査・研究委員会
委員長　杉山　一雄
（岡山県立記録資料館）
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　第25期（令和５・６年度）広報・広聴委員
会は、委員長を個人会員である藤吉が務め、
事務局を第24期よりひきつづいて神奈川県立
公文書館がお引き受け下さることになりまし
た。第25期の委員会体制は次の通りです。委
員には24期より大半の方が留任して下さり、
また新たに委員をお引き受け下さる方もあ
り、会報・会誌の編集チームとして申し分な
い体制を組むことができました。あらためて
お礼申し上げます。

委 員 長　藤吉　圭二〔新任〕
� （追手門学院大学）
副委員長　宇野　淳子〔新任〕
� （�法政大学大原社会問題研

究所環境アーカイブズ）
委 員　鎌田　和栄〔留任〕
� （河内長野市立図書館）
委 員　久保庭　萌〔留任〕
� （尼崎市立歴史博物館）
委 員　富田　健司〔留任〕
� （寒川文書館）
委 員　山田　之恵〔新任〕
� （藤沢市文書館）
委 員　吉原　大志〔留任〕
� （兵庫県立歴史博物館）
委 員　関根　　豊〔留任〕
(事務局)　　　　　　（神奈川県立公文書館）
事 務 局　内藤　　潤〔留任〕
� （神奈川県立公文書館）

　これまで、機関会員が委員会業務を担当し
て機関の長が委員長を務め、委員互選の副委
員長が会誌・会報の編集などの実働を務める
という体制でしたが、今期は個人会員が委員

長と副委員長を、機関会員が事務局を務める
という変則的な体制となりました。これが「変
則」にとどまるかどうかは今後の会のあり方
にも左右されるところで、予断を許しません。
これまで当たり前につづいていくと考えられ
ていたものが、あちこちで予期せぬ変化を見
せています。本会の直面する状況もまた同様
の流れの中にあると考えられます。
　とはいえ、本委員会の業務そのものは変わ
りなく、①会報の発行、②会誌『記録と史料』
の発行、③ホームページの管理運営という３
本柱で進めていきます。
　会報114号・115号および会誌34号について
は委員会で発行の準備を進めています。会員
で共有することが望ましいと考えられる情報
や知見について、ひきつづき会報、会誌、
HP等を通じてお伝えしていければと考えて
います。変化は変化として受けとめつつ、そ
のなかで実現可能性と有効性を天秤にかけな
がら業務の効率化、スリム化も進めます。
　本会はその名称の通り多様なアーカイブズ
機関の連絡と提携の場としての意義を有し、
それぞれの現場での課題や取組みの成果を共
有し議論する作業を積み重ねてきました。会
報・会誌もその一翼を担ってきたと言えます。
この意味で会報や会誌は、規模も特徴もさま
ざまなアーカイブズ機関に勤める関係者の経
験や知見の共有を促進する場と見ることがで
きます。発足から間もなく50年になろうと
する本会が蓄積してきた議論は論点も多岐に
わたり分厚い層をなしています。
　今期の運営体制編成時の困難は、こうした
議論の場の存続そのものが岐路に立たされて
いることを示しています。貴重な議論の場を
どのように維持していくか、今後はこうした
ことにも経験と知見の共有が求められること
になりそうです。委員・事務局一同、委員会
での活動を通じて本会の活動に貢献できれば
と考えています。どうぞよろしくお願いいた
します。

広報・広聴委員会
委員長　藤吉　圭二

（個人会員・追手門学院大学）
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2022年度
公文書館機能普及セミナーin島根 開催記

自に行っていた文書作成・管理を合併時に統
一したことで公文書管理が煩雑になったこ
と、支所での旧市町村の公文書を管理できな
くなったことから、「公文書も併せて整理し
て公文書館の整備を目指したい」という職員
提案を受け、公文書と地域資料の両方を保存
し公開する施設・機能の設置を目指すことと
なった。
　2007（平成19）年に市長が公文書の全量保
存を指示、2011（平成23）年３月にアーカイ
ブズ構想を策定、2012（平成24）年４月から
地域資料業務を文化財保護課から総務課公文
書担当へ移管、2013（平成25）年閉校した「双
葉小学校」の使用が承認され、2014（平成
26）年から３ヶ年かけて設計・改修工事を行
った。
　市民や職員の理解を深めるために、全史料
協全国大会の開催（2015）を誘致し、職員向
けの研修や市民向けのシンポジウムなどを数
回開催し、2017（平成29）年５月３日に東北
初の市町村アーカイブズとして開館した。
　地方自治体は財政・職員数が縮小傾向にあ
り、効率的に業務を行う必要に迫られている。
公文書管理の専門部署であるアーカイブズを
設置したことで、文書の検索や執務室の環境
が改善された。同時に特定歴史公文書として
公文書館で保存・公開することで、市政を振
り返り、市民の生活や地域の歴史・文化を知
る手掛かりを誰でも自由に利用することが可
能となった。
　地域資料は継承者不存在による消滅の危機
に立たされ、これまでの地域の歴史や文化を
支えてきた旧家が市外・県外へ移動するなど
地域を支える根幹が揺らいでいる。そうした
中、アーカイブズの設置が地域資料の散逸防

１　はじめに
　去る令和４年11月29日（火）、「2022年度公
文書館機能普及セミナー in�島根」を、松江
市との共催により、松江市市民活動センター
交流ホールで実施した。
　『地域の姿を未来に伝えるために　～今求
められる市民のための公文書館～』をテーマ
とし、午後１時に加藤聖文氏（国文学研究資
料館准教授）の司会で開会した。
　開会に当たっては、全史料協会長である東
京都公文書館長荒井宏親氏の開会の辞を全史
料協調査・研究委員会委員長である鳥取県立
公文書館長柳楽利明氏が代読した。

２�　【基調講演】　大仙市アーカイブズの現在
地～開館５年を振り返って～
蓮沼素子氏　大仙市アーカイブズ副主幹

　基調講演は、大仙市が行ってきたアーカイ
ブズ活動の現状と課題について、アーカイブ
ズを設置するまでの経緯、公文書館が持つ役
割、業務の実施、地域との関わりなどに分け
て行われた。本稿では「開館までの経緯」と
「これまでの成果と課題」を中心に記述した。
　大仙市は、2005（平成17）年に８市町村が
合併して誕生した。秋田県の中央部に位置し、
面積866.79�㎢、人口約78,000人の秋田県で３
番目規模の都市で、2017（平成29）年に東北
初の市町村公文書館として大仙市アーカイブ
ズを設置した。
　開館に向けての後押しになったのは、合併
後も2007（平成19）年まで続いていた太田町
史編さん完結後、市民から「収集した地域の
資料を将来の子どもたちに残すためにアーカ
イブズをつくってほしい」という提言を受け
たことであった。また、合併前それぞれが独
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止に一定の役割を担い、「アーカイブズ機能」
の必要性を示せた。
　公文書と地域資料は地域の歴史・文化を支
える基礎資料としての両輪であり、どちらが
欠けても地域の記録としては不十分である。
また、博物館・資料館だけでは市民の主体的
な利用対象とはなりにくいため、「アーカイ
ブズ機能」を持つことは、欠かせない要素の
一つである。

３�　【事例報告１】　「松江市文書館（仮称）
整備構想」と現在の取り組み
小山祥子氏　松江市松江城・史料調査課�係長
　松江市では、松江市史編纂過程での議論や
旧町村役場文書の取り扱いを巡る問題の検討
過程で、「文書館整備」の必要性が認識され、
「文書館整備構想」が策定されるに至った。
　松江市の３つの課題として、「永年保存文
書が全体の７割」・「永年文書の95％が平成
元年以降の作成」・「分散管理と文書庫収容率」
があげられ、「文書館整備構想」では現用文
書は保存年限最大30年とし、評価選別を経た
歴史公文書と地域史料（松江歴史館の保管し
ない文書）の収集・保存・管理を文書館が担
うこととした。
　現在は、現状を把握して歴史公文書として
の保存を行うための調査及び文書管理制度の
見直しを進めるとともに、文書館機能の実施
として「各種刊行物の発刊」、「地域の古文書
所在確認調査」、「地域の歴史講座での講演」
などを行い、「収集（評価・選別）・整理・保存」
や「史料に基づく調査研究・歴史編纂」、「史料・
情報の公開と提供」の３つの基本機能を持つ
松江市文書館の整備を目指している。

４�　【事例報告２】中国地方基礎自治体を対
象に実施した公文書管理に係る調査結果の
中間報告
山本太郎氏　倉敷市歴史資料整備室主任
嶋田典人氏　香川県立文書館主任専門職員
　令和元・２年度の四国基礎自治体を対象に

実施した公文書管理に係る調査を継承し、令
和３年度から中国地方基礎自治体を対象に公
文書の保存に関するアンケート調査を実施し
た。中国５県の107市町村に送付し、104市町
村（約97％）から回答を取りまとめ、その結
果を発表した。

５　【シンポジウム】　司会：加藤聖文氏
パネラー：蓮沼素子氏・小山祥子氏・

山本太郎氏・嶋田典人氏
　シンポジウムは、会場から寄せられた質問
にパネラーが答える形で行われた。講演内容
や報告内容の補足を求める質問を中心に９件
が寄せられた。
　これらの質問からは、質問者それぞれの立
場からの文書館の設立に向けての課題が垣間
見え、パネラーの回答には課題克服のための
ヒントがうかがえたのではないだろうか。
　特に評価・選別基準の策定については、先
進事例を参考にしつつも、それぞれの自治体
の特徴を踏まえた独自性が必要となること、
組織内連携や役割分担の重要性、既存施設の
創意工夫した活用など、公文書館の整備を目
指す自治体にとって新たな方向性の例示とな
った。

６　おわりに
　閉会にあたり、共催をいただいた松江市の
文化スポーツ部長である松尾純一氏からごあ
いさつをいただき、午後５時、閉会となった。
　松尾氏のあいさつで「がんばろうという気
になった」「すべての部署と連携して文書館
を整備していきたい」との言葉は、本セミナ
ー開催に対する最大評価であろう。
　なお、参加者は本会会員並びに島根県及び
県内自治体職員40名であった。

〔追記〕詳細については、本会ホームページ
で公開している本セミナーの資料を参照され
たい。

（調査・研究委員会委員　林　貴史）



2023.9 全史料協　会報 No.114

12

　丸亀市も公文書管理条例が制定され、従事
職員のたゆまぬ努力により、歴史的公文書の
保存や目録の作成、その公開も進んでいるが、
如何せん、専門職員不在による広報普及活動
や他部門との連携の不十分さは否めなく、市
民の認知度は低いまま、その利活用という目
的を達成し得ていない状況である。
　本講演を聞いて、館があり、認証アーキビ
ストという専門職員がいるから、わずか５年
でここまで充実した取り組みができたのであ
り、館設置と専門職員の重要性を改めて痛感
した。
　次に、松江城・史料調査課の小山氏の報告
では、平成31年３月に策定された「松江市文
書館（仮称）整備構想」と現在の取り組みに
ついて述べられ、公文書館設置に向けて、着
実に歩みを進めている印象を持った。特徴は、
その構想の中にある、現用文書の保存に関す
るレコードマネージャーの設置と感じ、その
重要性は周知の事実であり、レコードスケジ
ュールの徹底などが期待される。
　倉敷市歴史資料整備室の山本氏の報告で
は、中国地方と四国地方の基礎自治体の公文
書管理の状況の違いが明確になり、よくわか
った。電子文書の実施自治体は中国地方が多
く、ファイリングシステムは四国地方の導入
が多い。公文書管理条例の制定や公文書館の
設置については四国、特に香川県が多いこと
が報告されていた。中国地方においても、公
文書管理の重要性について職員の認識不足や
スペース、人員、予算の不足等課題が鮮明に
なったそうで、中長期的視野を持って、あき
らめずあるべき姿を追求していく姿勢が重要
と言われていた。

　公文書館での取り組みや専門職員の在り方
などを参考にしたく、今回のセミナーに参加
した。
　まず、蓮沼氏の講演では、公文書館の開館
から５年を振り返ってのアーカイブズ活動の
現状と課題について述べられた。
　目を見張るのは、その活動内容で、評価選
別の手法や電子決裁の導入、市民ボランティ
アの協力、教育連携、被災資料レスキュー活
動など、多彩かつ充実していることに感心し
てしまう。
　これまでの成果としては、市職員からの利
用と相談の増加を挙げており、私も公文書館
の必要性として必ず訴えているのが、この職
員にもメリットがあるという点で、そのこと
が裏付けられ、心強く感じる。
　課題としては、旧役場文書の移管の遅延と
正規職員の定員減を挙げており、公文書館設
置自治体の共通の課題と認識する。
　結論として、公文書と地域資料は地域の歴
史や文化を支える基礎資料としての両輪であ
り、どちらが欠けても地域の記録としては不
足と言われ、公文書館についても、機能だけ
でも必要とのことであった。館が先か、機能
が先かと言えば、私自身は館が先と思ってい
る。館があることにより、専門職員の配置が
進み、市民や職員への認知度も向上する。そ
れにより、市民利用も進む。本来の目的であ
る文書の保存と利活用を最大限に果たそうと
するなら、条例に基づく公文書館の設置が必
要と思っている。

丸亀市議会議員

福　部　正　人

2022年度
公文書館機能普及セミナーin島根 参加記
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　今回、蓮沼素子氏の基調講演、小山祥子氏
と山本太郎氏・嶋田典人氏の事例報告および
シンポジウムによってアーカイブズの意義と
現状・課題を確認した。次の諸点は、いずれ
も全史料協大会等で度々指摘されてきたこと
だが、『松江市史』など島根県内の自治体史
編纂への参加経験と、「地方長官会議」およ
び「行き倒れ」の歴史的研究という研究課題
に基づく全国の文書館利用経験に照らして、
改めて認識したことを記す。

１．アーカイブズと市民・自治体職員
①大仙市を構成する旧太田町では、町史編纂
後に市民から市長に収集史料を次世代に継承
するためアーカイブズ設置が提言され、市長
が了解したが、その背景に町史編纂での市民
ボランティアと古文書の会の活動があったこ
とが報告された。このことと、香川県三豊市
文書館の「市民の意見を聴きながら」という
構想と実践から、自治体とアーカイブズに対
する市民の要望・信託とそれを実践する市民
自身の自覚的活動、これに応える行政・首長
の姿勢の重要さを確認した。
②大仙市では合併後の文書管理システム再構
築に際して職員が市長にアーカイブズ設置を
提言し、アーカイブズ設置後は職員の利用・
相談が増加して「文書はアーカイブズに預け
ておけば安心」という意識が醸成された結果、
職員が文書を「抱えなくなった」という。自
治体職員とアーカイブズとの信頼関係の重要
さを、自治体の職場と職務遂行の実際に即し
て具体的に示した事例報告と受け止めた。

２．学校教育でのアーカイブズの活用
　大学の専門教育で文書館を活用することに
ついては私も認識していたが、大仙市ではア
ーカイブズが高校・中学の授業で利用されて

松江市在住・文書館利用者

竹　永　三　男
　香川県立文書館の嶋田氏の報告は、昭和の
大合併以前の旧役場文書の残存数の調査結果
である。山口県での残存率の高さが際立って
いる。市町支援を行う県立公文書館の存在は
大きいと報告者は言われていたが、それを裏
付けるような調査結果だと思う。
　私は、かつて公務員として、文書の保管場
所の確保のため、保存年限の過ぎた公文書を
全て廃棄していた経験もあり、公文書管理に
強い関心を持つようになった。
　これまで、議員という立場から、本市での
公文書館設置を目指し、本会議での度重なる
一般質問の実施を始め、総務委員会委員とし
て県内外公文書館の視察や部長に対する「公
文書等の適正な管理に関する申入書」の提出
を推進したほか、東洋大学早川和宏教授によ
る議会での勉強会の開催などに関与してき
た。こういった執行部や議会への働きかけに
より、いまだ館設置には至っていないが、「丸
亀市公文書館（仮称）設置に係る基本方針」
が令和４年12月に策定され、少しずつではあ
るがその方向に向かっている。
　今後、本市の適正な文書の保存管理と利活
用が進むよう、本セミナーで学んだことを活
かしていきたい。
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自治体の公文書保存管理に関する丹念な調査
に基づいてその実態と課題を提示したもの
で、個別館の利用にとどまる私には、公文書
館の全体状況を確認できる貴重な報告であっ
た。在職中の授業で学習院大学・島根県総務
課等と協力して旧役場文書調査を実施した飯
南町では（『島根県飯石郡飯南町旧役場文書
調査報告書』2018年参照）、役場庁舎の新築
に際して旧庁舎町長室を改装して公文書保管
室とするなど公文書・歴史公文書の保存管理
に取り組んでいる。同町では「歴史的公文書
についての条例や規則・規程等」はないとの
ことだが、青木睦氏の同町訪問調査（2018年）
では「公文書館（的機能）」の設置を視野に
入れて取り組むとのことであり、引き続き働
きかけによって島根県内町村の先発事例とす
るという課題を改めて確認した。
　以上のように今回のセミナーは、「公文書
館機能普及」という目的が十分に果たされた
と思えるものであった。

◆会誌『記録と史料』販売価格改定のお知らせ◆

　会誌『記録と史料』は、平成２（1990）年の創刊以来１冊1,200円で販売を行って

きましたが、印刷代の高騰や事務局業務の外部委託化に伴う刊行コストの増大等に

より、従来の価格を維持することが困難となりました。つきましては、令和６（2024）

年４月より会誌『記録と史料』の販売価格を１冊2,500円（バックナンバーを含む。）

とさせていただきます。何卒御理解いただきますようお願い申し上げます。

　なお、令和５（2023）年度内は従来通り１冊1,200円で販売いたします。バックナ

ンバーの購入を検討されている場合は、この機会にぜひご利用ください。

※会員が納入する会費の額に変更はありません。

【問合せ先】

全史料協広報・広聴委員会事務局（神奈川県立公文書館）

TEL：045-364-4456　FAX：045-364-4459　E-mail：pr@jsai.jp

いると報告された。昨年の全史料協滋賀大会
で報告された、『歴史公文書が語る湖国―明
治・大正・昭和の滋賀県―』を活用した学校
連携事業の実践経験などと併せて（『会報』
No.113）、公文書管理・活用の次世代継承と
住民自治の担い手の育成のための重要な事例
だと実感した。

３．自治体史編纂とアーカイブズ開設
　『松江市史』編纂事業では、当初から市史
編纂・編集委員会と市史編纂室（事務局）と
が緊密に連携し、文書館設置を見据えた市史
編纂計画を立てた上で、市役所・支所（合併
町村）・公民館（ほぼ旧町村単位）所蔵公文
書の悉皆調査と保全措置・目録作成が遂行さ
れた。市史完結後も取り組みを続ける松江市
の報告は、自治体史編纂をアーカイブズ設置
に繋ぐモデルケースだと改めて実感した。

４．中国地方の基礎自治体の公文書保存管理
の全体像と個別市町村の課題
　山本・嶋田報告は、四国・中国９県の基礎
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置されています。この度、全史料協への入会
も果たされました。１日目の研修会Ｂ・Ｃ、
そして特別講演会におきましては、昭和女子
大学の関係者に御登壇いただく予定になって
います。初めから意図していたわけでは全く
ないのですが、大会１日目は「昭和女子大学
デー」となります。
　大会テーマは「自治体アーカイブズの現在
と未来」と決まりました。２日目のテーマ研
究会では、高い志をもって活動されている３
機関の取組について御報告いただきます。

３　４年ぶりの対面開催復活へ
　ハイブリッド方式での開催ではあります
が、最も大切にし、基本とするのは、大会を
通して多くの方が直接顔を合わせる機会を作
ることです。コロナ禍を経て、オンラインで
事足りることが増えましたが、実際にお目に
かかって意見を交換したり、談笑したりする
ことで生まれる関係性は、やはり重要である
と考えます。
　大会１日目の午前中には、４機関の協力を
得ての視察・見学を計画しております。当該
機関の職員の講話から共感や気づきを得た
り、バックヤードを御案内いただいて資料保
存の工夫や苦労を垣間見たりすることは、や
はり貴重な機会です。そのことを改めて感じ
ていただければと考えております。
　令和４年度はオンラインのみで実施された
ポスターセッション・企業展示も、対面によ
る開催を復活させます。さらに今年度は書店
による書籍販売も計画しております。
　多くの会員そして企業の御参加をいただ
き、活気ある大会とするべく努めて参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

（徳島県立文書館　嵐　大二郎）

１　はじめに
　新型コロナウイルス感染拡大のため、令和
２年度は中止、令和３年度・４年度はオンラ
インのみによる実施とあって、前々事務局の
秋田県公文書館・前事務局の山口県文書館に
おかれましては、多くの御苦労があったこと
と拝察いたします。
　新型コロナウイルス感染予防のための様々
な規制が緩和された令和５年度の大会をどの
ような形で開催すべきか。委員との協議の結
果、会場参集による対面開催を復活させると
同時に、遠方の方々にも御参加いただくため
のオンライン配信を行う「ハイブリッド開催」
とすることに決定いたしました。令和３年度
の完全オンライン開催も全史料協史上初のこ
とでしたが、ハイブリッド開催につきまして
も今年度が初めての試みとなります。オンラ
インの技術が普及したため、感染症の拡大な
どの特異な事情がなくとも、おそらくはハイ
ブリッド開催が今後のスタンダードになって
いくのではないでしょうか。その意味で、今
大会を好例にしなければならないとの責任の
大きさを感じているところです。

２　二大学の協力を得て
　今大会が開催に向けて進み出したのは、二
大学の御協力を得たことが大きいです。まず、
駒澤大学には大会会場を始め、交流会会場や
施設見学の受入など多大な御協力をいただく
こととなりました。会場参集と配信のハイブ
リッドへの対応につきましても、学内の情報
担当職員の方々に御指導いただいており、大
会成功への自信を深めております。
　また、昭和女子大学は2022年４月よりア
ーキビストを養成するためのプログラムを設

全国（東京）大会へのお誘い
（大会・研修委員会）



2023.9 全史料協　会報 No.114

16

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会　会報114号� 2023（令和５）年９月30日発行

全史料協事務局（毎日学術フォーラム）� 〒100-0003　東京都千代田区一ツ橋1-1-1
パレスサイドビル（株）毎日学術フォーラム内

� TEL：03-6267-4550　FAX：03-6267-4555
広報・広聴委員会事務局　神奈川県立公文書館� 〒241-0815　神奈川県横浜市旭区中尾1-6-1
� TEL：045-364-4456　FAX：045-364-4459

■編　集　後　記■
○�会報114号をお届けします。今年度から新体制（第25期）となりましたが、役員体制が決まる
までにはかなりの紆余曲折がありました。こうした異例の事態を踏まえ、総会では辻川新会
長のステートメントをもとにシンポジウムを開催し、今後の全史料協のあり方について議論
が交わされました。シンポジウムの記録は速報性を重視し、ひとまず全史料協ウェブサイト
に掲載しておりますので、本会報とあわせてご覧ください。
　�　また、今回の誌面では新体制に係る記事のほか、公文書館機能普及セミナー in 島根の開催・
参加記や大会へのお誘い記事を掲載しています。今年度の東京大会は対面とオンライン配信
を組み合わせたハイブリッドでの開催となります。久々の対面による大会ということで、皆
様の積極的なご参加を心よりお待ち申し上げております。（久）

◆会誌『記録と史料』第34号原稿募集のお知らせ◆

　会誌『記録と史料』は、大勢の皆さまの原稿に支えられています。
　「研究」、「アーキビストの眼」、「世界の窓」、「書評と紹介」などの各コーナーの
原稿は、随時募集しています。投稿希望の方は、2023年10月末までに提出された原
稿について、内容を審査し、第34号への採否を決定します。広報・広聴委員会まで
ご連絡ください。会員の皆さまの積極的な投稿をお待ちしています。
【問合せ先】
全史料協広報・広聴委員会事務局（神奈川県立公文書館）
TEL：045-364-4456　FAX：045-364-4459　E-mail：pr@jsai.jp

◎新規会員　機関会員　昭和女子大学図書館、板橋区公文書館、仙台市公文書館、
　　　　　　　　　　　（学）昭和女子大学大学院生活機構研究科生活文化研究専攻
　　　　　　個人会員　石尾和仁 [徳島県 ]、長井勉 [神奈川県 ]、西村芳将 [鳥取県 ]、
　　　　　　　　　　　西木浩一 [群馬県 ]、中野達哉 [東京都 ]、下向井祐子 [広島県 ]
� ＊敬称略。退会者と変更事項については省略しました。　

会　員　動　向
区　　分 R5. 2. 1	現在 入　　会 退　　会 R5. 9. 1	現在

機　関　会　員 139 4 5 138

個　人　会　員 257 6 9 254

合　　　　　計 396 10 14 392


